
奨学金募集概要/Scholarship Application Outline

*English follows Japanese.

番号 項目 内容

1 奨学金No. 2

2 奨学金名称 ロータリー米山記念奨学会奨学金

3 応募方法 学内選考あり(推薦者数は２0名)

4 支給額
学部生：　月額１０万円
大学院生：月額１４万円

5 支給期間
2026年4月～在籍課程最終年月まで。
入学月により支給期間が異なるため、詳しくは募集要項を参照のこと。

6 応募資格・条件

■在籍課程について
・2026年4月時点で、以下の課程に在籍または在籍予定の外国人留学生。なお、応募時に2026年4月の編・入学の合否
が出ていなくても、2026年3月25日（水）までに編入学許可書・合格通知書が提出できる者は応募が可能。
　- 学部課程：3・4年生（医・歯・薬[臨床薬学科]は5・6年生）
　- 修士課程：1・2年生（一貫制博士課程は1・2年生）
　- 博士後期課程：2・3年生（医・歯・薬[臨床薬学専攻]博士課程は3・4年、一貫制博士課程は4・5年生）
・本学が属するロータリー2700地区は、2026年4月からの奨学期間が6ヶ月の者（＝2026年9月卒修了）は応募不可。
■国籍等について
・在留資格「留学」または「難民」で日本に留学している者。
・日本国籍を有する者（日本国籍との二重国籍保持者含む）は応募不可。
・1981年4月2日以降に生まれた者。（採用年の4月1日時点で45歳未満の者）
■併給について
・詳しくは募集要項「4　応募資格」「(6)他の機関からの奨学金との二重受給の禁止」を参照のこと。
・過去に米山奨学金の受給歴がある者は応募不可。
■居住地について
・奨学生期間中に福岡県外に在住予定のある者は応募不可。
■奨学生の義務
　必ず義務を果たせる者であること。
■その他
・財団へ提出する書類を作成する際(9月上旬～9月下旬)に日本に滞在していない在学生は応募不可である。

7 奨学生の義務

・採用ロータリー地区に所在する世話クラブの例会へ毎月1回以上出席すること。
・年2回、奨学生レポートを提出すること。
・例会でのスピーチを行い、世話クラブおよびロータリー地区の活動に積極的に参加するなど、ロータリアンとの交流を通
して相互理解を深める努力をすること。
・奨学生の「確約書」に記載されている確約事項を順守すること。

8 日本語能力

・財団提出用の申請書類は日本語で本人直筆による記入が必要である（パソコン入力不可）。
　日本語で直筆する申請書類は、申込書、経歴書、研究計画書(800字以内)、小論文(800字以内)がある。
・面接試験は、原則として日本語で行われるが、日本語会話が困難でもかまわない。
・採用後の各種行事や配布物は全て日本語のみで実施される。

9 応募期間 2025年8月6日（水）～8月27日（水）17時

10
学内選考
結果発表

2025年9月3日（水）頃
応募者のうち推薦が決定した者に対し大学メールにて通知する。学内選考結果発表日にこの通知メールが届かない応募者
は、非推薦とする。

11 学内選考で提出する書類
(1)学内選考用申請書
(2)成績証明書
(3)誓約書

12 財団へ提出する書類

(学内選考を通過した場合)
(1)奨学生申込書(所定の様式)
(2)顔画像データ(jpeg,png,gif形式)
(3)経歴書(所定の様式)
(4)指導教員からの推薦状(所定の様式)
　データ入力可、ただし推薦者欄は自筆・署名をすること。英語の場合は日本語訳をつけること。
(5)研究計画書(所定の様式)
　・800字以内で記入。テーマは募集要項を参照のこと。
(6)小論文(所定の様式)
　・800字以内で記入。テーマは募集要項を参照のこと。
(7)日本における前年度の成績表、あるいは提出可能な最近の成績表
　・本学の成績証明書が発行可能な者は、本学のものを提出すること。
　・日本国内の他大学から新たに本学に入学予定の者は、その大学のものを提出すること。
　・海外の大学から新たに入学予定で、日本の成績表が提出できない者は提出不要。
(8)在留カードの表面および裏面の写し
　・在留期限が2026年4月1日以降であること。
(9)合格通知書・編入学許可書在学証明書(大学院各課程入学予定者は、合格通知書(入学許可書)の写し)
　・2026年4月に編入学予定、入学予定者のみ。

*このうち、(1)(3)(5)(6) は本人が黒インクまたは黒のボールペンを使用して日本語で手書きしなければならない。

13 備考

・奨学期間2年の応募者が優先して採用される。
・学部生より大学院生が優先して採用される。
・国籍が偏ると選考に不利になるため多様な国籍の応募を望む。
・応募者は全員、12月初旬～1月末の間に行われる対面での面接試験及び筆記試験を受験する必要がある。なお、当日欠
席による試験日の振替はなし。
・面接試験は個人面接が基本だが、加えてグループディスカッションを実施する場合がある。



奨学金募集概要/Scholarship Application Outline

(This document is translated using the AI translator DeepL.)

No. Item Contents

1 Scholarship No. 2

2 Name of Scholarship Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship

3 Application Process on-Campus Selection (Number of nominees: 20 )

4 Stipends
Undergraduate　 ： \100,000 / month
Master, PhD  　　 ：￥140,000 / month

5 Duration
From April 2026 to the final year of the enrolled program.
Since the payment period varies depending on the month of admission, please refer to the application
guideline for details.

6
Eligibilities  and Disbursement
Requirements

■Course of study
・International students who are enrolled or will be enrolled in the following courses as of April 2026. Even if you have not
been accepted or rejected for transfer or admission in April 2026 at the time of application, you may apply if you can submit
your transfer admission letter and acceptance letter by March 25, 2026 (Monday).
- Undergraduate program: 3rd and 4th year students (5th and 6th year students for Medicine, Dentistry, and Pharmacy
[Clinical Pharmacy])
- Master's course: 1st and 2nd year students (1st and 2nd year students for the integrated doctoral program)
- Doctoral Course: 2nd and 3rd year students (3rd and 4th year students for the Doctoral Course in Medicine, Dentistry, and
Pharmacy [Clinical Pharmacy], 4th and 5th year students for the Integrated Doctoral Course)
・Rotary District 2700, to which the University belongs, does not accept applicants whose scholarship period is 6 months from
April 2026 (i.e., those who graduate in September 2026).
■Nationality, etc.
・Applicants must be studying in Japan under the status of residence "Student" or "Refugee".
・Those who have Japanese nationality (including those who have dual nationality with Japanese nationality) are not eligible
to apply.
・Applicants must be born on or after April 2, 1981. (Applicants must be under 45 years old as of April 1 of the year of
employment.)
■About the dual scholarship
・For details, please refer to "4 Eligibility" and "(6) Prohibition of Receiving Dual Scholarships from Other Institutions" in the
Application Guidelines.
・Applicants who have received this scholarship in the past are not eligible to apply.
■Residence
・Applicants who plan to live outside Fukuoka Prefecture during the scholarship period are not eligible to apply.
■Scholarship Obligations
・Applicants must be able to fulfill their obligations.
■Others
・Applicants who are not in Japan at the time of the submission of documents to the Foundation (early September to late
September) are not eligible to apply.

7 Scholar Obligations

・Attend at least one meeting per month of the sponsor club in the sponsor Rotary district.
・Submit a Scholarship Report twice a year.
・Make an effort to deepen mutual understanding through interaction with Rotarians, including speaking at
meetings and actively participating in sponsor club and Rotary district activities.
*Adhere to the commitments outlined in the 「確約書」.

8 Japanese Language Proficiency

・Application documents to be submitted to the Foundation must be filled out in Japanese and handwritten
by the applicant (computer input is not acceptable).
　Application documents to be handwritten in Japanese include an application form, curriculum vitae,
research plan (800 characters or less), and essay (800 characters or less).
・The interview will be conducted in Japanese as a rule, but applicants who have difficulty in speaking
Japanese may also be considered.
・All events and handouts after selection will be conducted in Japanese only.

9 Application Submission Period Wednesday, August 6, 2025 - Wednesday, August 27, 2025 at 5:00 p.m.

10 On-campus selection results

Around September 3, 2025
Applicants who are selected for recommendation will be notified by Kyushu University Primary Mail Service.
Applicants who do not receive this notification email on the day on-campus selection results are announced
will be considered nonrecommended.

11
Required Documents (for on-
Campus Selection)

(1) Application form for on-campus Selection
(2) Transcript(a copy is acceptable)
(3) Pledge
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12
Required Documents (for
Foundation)

If you pass the on-campus selection process, the following documents are required.
(1)Scholarship Application Form (prescribed form)
(2)Facial image data (jpeg, png, gif format)
(3) CV (in the prescribed form)
(4)Letter of recommendation from academic advisor (prescribed form)
　・Data input is acceptable, but the letter of recommendation must be handwritten and signed by the
applicant. If the letter is in English, a Japanese translation should be provided.
(5) Research plan (prescribed form)
　・Write a research plan within 800 characters. For the theme, please refer to the application guideline.
(6) Essay (prescribed form)
　・Write within 800 characters. Refer to the application guideline for the theme.
(7)Transcripts of the previous year in Japan or the most recent transcripts that can be submitted.
　・If you can issue a transcript from the University of Tokyo, please submit the one from the University.
　・If the applicant is a new entrant from another university in Japan, submit the transcripts of that
university.
　・If you plan to enroll in Kyushu University from a university overseas and cannot submit a Japanese
transcript, you do not need to submit a Japanese transcript.
(8) Copies of the front and back of the resident card
　・The applicant's period of stay must be on or after April 1, 2026.
(9)Letter of acceptance and certificate of enrollment for transfer permit
　*Only for students who plan to transfer or enroll in April 2026.

＊Of these, (1), (3), (5) and (6) must be handwritten in Japanese by the applicant himself/herself using
black ink or a black ballpoint pen.

13 Comment

・Priority will be given to applicants who have been on the scholarship for two years.
・Graduate students are given priority over undergraduate students.
・We hope to receive applications from a wide variety of nationalities, as a bias in nationality is not a
disadvantage in the selection process.
・All applicants are required to take a face-to-face interview and a written examination between the
beginning of December and the end of January. If you are absent on the day of the interview, the test date
will not be rescheduled.
・The interview test is basically an individual interview, but group discussions may be held in addition.



2026 学年度 

ロータリー米山記念奨学生募集要項

日本の大学・大学院在籍者対象  

公益財団法人  ロータリー米山記念奨学会は

日本全国のロータリークラブ会員の寄付金を主な財源として 

勉学、研究を志して日本に在留している外国人留学生に対し 

奨学金を支給し支援する、民間最大の国際奨学団体です。 

地域の人々の生活を改善したいという情熱をもって社会に役立つ活動に力を注いでいる、献身的な人々の

世界的ネットワークです。異なる職業の人々が地域でロータリークラブという会合を持ち、職業を通して社会

の発展と国際平和に貢献することを目的に活動している団体です。1905 年アメリカ・シカゴで発足し、今では

200以上の国と地域に広まり、クラブ数 36,531、会員数 1,163,048名(2025年 6月 23日RI公式発表)に成長し

ています。日本では 1920 年に、東京で初めてロータリークラブが設立されました。現在、日本ではクラブ数

2,194、会員数 83,759名(2025年 5月末現在)に達しています。 

ロータリークラブとは



I はじめに 

1 目的 

ロータリー米山記念奨学会（以下「米山奨学会」と表記）は、留学生の優れた学業の達成を支援

し、同時にカウンセラーや世話クラブとの交流を通じ、ロータリー精神を学び、国際理解を深め

日本と母国との架け橋となるなど国際親善に尽くす人材を育てることを目的としています。その

ために求められる奨学生の資質は「①学業」、「②異文化理解」、および「③コミュニケーション能

力」における熱意や優秀性にあります。 

ロータリー米山記念奨学生（以下「米山奨学生」と表記）は、ロータリークラブを通して日本の

文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平

和の創造と維持に貢献する人となることが期待されます。 

2 特長 

奨学金による支援だけでなく、ロータリークラブによる世話クラブとカウンセラー制度がありま

す。米山奨学生は、世話クラブの例会（会合）に毎月１回以上出席し、カウンセラーやロータリ

ークラブ会員（以下「ロータリアン」と表記）との心のふれあいを通して真の国際・文化交流お

よび相互理解を深め、ロータリーの奉仕の心を共に学びます。 

3 奨学期間終了後も続くネットワーク（学友会活動） 

米山奨学生の期間終了後も学友会活動を通して学友（元米山奨学生）同士のネットワークを広げ、

ロータリークラブあるいはロータリー組織と連携した活動に参加することができます。 

ロータリー米山記念奨学会学友会（元米山奨学生同窓会）は日本国内に 33 団体、海外では台湾、

韓国、中国、タイ、ネパール、モンゴル、スリランカ、マレーシア、ミャンマー、ベトナムにあ

ります。 

①学 業 学問に対する研究の目的・目標を明確にし、研鑚を重ねてその成果をあげ 

る努力をする。 

②異 文 化 理 解 異なる言語･文化･習慣などを理解する努力をする。 

③コミュニケーション能力 人間関係における円滑なコミュニケーションを築き、自己の確立と共に 

他者を受入れる柔軟な姿勢をもつ。 
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II  ロータリー米山記念奨学会の誕生とその歴史 

1 約 8万人のロータリアンが支援 

ロータリー米山記念奨学事業（以下「米山奨学事業」と表記）は、日本最初のロータリークラブの

創立に貢献した実業家、米山梅吉氏の功績を記念して発足しました。1952 年に東京ロータリークラ

ブで始められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共同事業に発展し、1967 年、文部省（現在の

文部科学省）の許可を得て財団法人ロータリー米山記念奨学会となり、また、新公益法人制度の施

行に伴い、2012 年 1 月 4 日をもって公益法人へ移行しました。ロータリー米山記念奨学金は日本の

ロータリアンからの寄付によって支えられています。 

2 奉仕の人「米山梅吉」 

米山奨学事業の記念の称号を付した米山梅吉氏（1868－1946）は、幼少にして父と死別し、母の手

一つで育てられました。16 歳の時、静岡県の長泉町から上京し、働きながら勉学に励みました。20

歳で米国へ渡り、ベルモント・アカデミー（カリフォルニア州）、ウェスレアン大学（オハイオ州）、

シラキュース大学（ニューヨーク州）で 8 年間の苦学の留学生活を送りました。 

帰国後、文筆家を志して勝海舟に師事しますが友人の薦めで三井銀行に入社し常務取締役となり、

その後、三井信託株式会社を創立し取締役社長に就任しました。信託業法が制定されるといち早く

信託会社を設立して、新分野を開拓し、その目的を“社会への貢献”とするなど、今日のフィラン

ソロピー（Philanthropy）*の基盤を作りました。晩年は財団法人三井報恩会の理事長となり、ハンセ

ン病・結核・癌研究の助成など多くの社会事業・医療事業に奉仕しました。 

また、子どもの教育のために、はる夫人と共に私財を投じて小学校を創立しました。“何事も人々か

らしてほしいと望むことは人々にもその通りせよ”これは米山梅吉氏の願いでもありご自身の生涯

そのものでした。“他人への思いやりと助け合い”の精神を身をもって行いつつ、そのことについて

多くを語らない陰徳の人でした。 

3 世界の平和を願って 

敗戦後の復興が続く 1952 年、東京ロータリークラブの会員によって「米山基金設立」の構想が立て

られました。そして、世界に“平和日本”の理解を促すことを願って募金が始められました。この

ようにして、東京ロータリークラブから始まった事業は、その後日本国内全クラブの合同事業とし

て発展しました。 

設立以来、累計で奨学金支給者数 2 万４千人を超え、国籍別では 134 の国と地域となりました。 

 * Philanthropy:語源はギリシャ語の「フィラン（愛）」と「アンソロポス（人類）」から由来している。

人類愛・博愛などと訳され、今日では「社会貢献」と訳される。 
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III  2026学年度 学部・修士・博士課程ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学生募集要項 

1 募集と選考の方法 

奨学生の募集および申込みは、留学生奨学金担当者（以下「学校担当者」と表記）を通して行わ

れる。日本のロータリーは 34 地区で組織・構成され、各地区に選考委員会（以下「地区選考委

員会」と表記）を設けている。地区選考委員会が、地区とその近隣に所在する学校を指定し、被

推薦者数を提示し、学内選考によって相応しい学生の推薦を募るシステムで募集を行う。指定校

は地区選考委員会にて毎年協議され、8 月初旬に公表される。指定校から推薦を受けた応募者に

対し、地区選考委員会が書類審査・面接選考を実施する。面接は原則として日本語で行われる。

なお、連合大学院に属する申込者は、直接指導を受け通学している学校を在籍校とみなし、その

在籍校からの推薦が必要となる。また、複数キャンパスがある学校に属する申込者は、通学して

いるキャンパスの地区の枠での申込みとなる。いずれも指定校になっていることが条件となる。 

2 募集人員 

新規採用約 680 名（新規採用は継続者の辞退により変動がある） 

3 対象 

以下の項目に該当する者とする。ただし、平日夜間および土日のみの授業又は通信教育課程

を受講する者は対象外とする。 

① 2026 年 4 月に、文部科学省が所管する日本の大学・大学院に在籍又は在籍予定の外国人留学

生であること。

② 日本の大学・大学院の学位取得を目的としている者。

③ 長期履修学生制度の学生、研修生、研究生、6 か月未満の短期留学生などの、非正規学生で

ないこと。

4 応募資格 

以下の（1）～（5）の項目に該当する者とする。 

(1) 国籍とビザについて

①採用年の 4月に日本以外の国籍を有する者。日本国籍を含まない重国籍および無国籍は

日本以外の国籍とみなす。

②採用年の 4 月に、勉学または研究のための在留資格「留学」で日本に在留している者、

または日本の大学に在学中で法務大臣から「難民」の認定を受けている者、「避難民」

の認定を受けている者で日本に在留している者とする。

※条件付き応募について：応募段階で、前述に該当せず変更予定の場合は、2026年 3月 25

日までに、変更後の在留カード（PDFデータ）を提出することを条件に応募できる。

(2) 指定校推薦制度

指定校は、地区選考委員会が、地区とその近隣に所在する学校を指定し、当会が承認をす

る。申込者は、指定校に 2026年 4月に在籍、進学、編入し（連合大学院に属する申込者は、直

接指導を受け通学している学校を在籍校とみなす）、その指定校の推薦を受けた者。複数キャン

パスがある学校に属する申込者は、通学しているキャンパスの地区の枠での申込みとなる。指定
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校は文部科学省が所管する大学を対象とする。 

入学、編入学を予定し、複数の学校を併願している場合は、1つの大学からの推薦のみ受け付け

る。 

(3) 在籍課程・学年

学 部 課 程  2026 年 4 月に学部課程 3･4 年（医・歯・獣医学部は 5･6 年）に在籍する者に

は、応募資格がある。

大学院修士課程 2026年 4月に修士課程 1･2年に在籍する者には、応募資格がある。

大学院博士課程 2026年 4月に博士課程 2･3年（医・歯・獣医学系博士課程は 3･4年）に在籍

する者には、応募資格がある。 

※ 上記と同等とみなされる課程・学年在籍者に応募資格を与える。

※ 修士課程 3 年制、法科大学院、専門職大学院、薬学部、薬学研究科、医学系「工

学」専攻などは、修業年限によって対象学年が異なる場合がある。

※ 留年により、申請書にある 4月の課程、学年から変更となる場合は申込資格を失う。

飛び級の予定があるときは、その飛び級後の課程、学年で申請すること。

(4) 学業・健康

学業優秀の他、異文化理解、コミュニケーション能力に対する姿勢や関心を持ち、心身ともに留

学生活に耐えうる健全な者。

(5) 年  齢

1981年 4月 2日以降に生まれた者（採用年の 4月 1日時点で 45歳未満の者）。

(6) 他の機関からの奨学金との二重受給の禁止

①当会からの奨学金は、他の機関からの奨学金およびこれと同種の個人に与えられる補助金な

ど（以下「他奨学金」と表記）と同時に受けることはできない。ただし、地方自治体による学習奨

励金（在住の留学生全員が受給の対象となるもの）、学術上の貢献に対する一時的な褒賞金・

報奨金・賞金、および授業料免除（減額）、入学金免除（減額）またはそれに相当する学校の

奨学金、研究に直接必要な費用のみを使途とする研究助成は他奨学金とみなさない。また、

留学生受入れ促進プログラム（文部科学省外国人留学生学習奨励費）は、他奨学金として併

給を認めない。なお、申込時に、他奨学金を受給していても申し込みは可能であるが、予定

する奨学期間に二重受給となる場合は、合格後にどちらか一方に選択する必要がある。

② 研究に直接必要な費用以外を含む研究助成もしくは、授業料免除（減額）、入学金の免除（減

額）またはそれに相当する奨学金以外の学校の奨学金などは、受給額によって判断する。大

学・大学院年額：57万 6千円未満（「留学生受入れ促進プログラム」旧文部科学省外国人留学

生学習奨励費相当額に満たない受給額）は併給を認める。それ以上は認めない。複数の受

給がある場合は総額の受給額を対象とする。

③ 貸与型奨学金等、併給を認める。

④ ティーチングアシスタント、リサーチアシスタント、インターンシップなどによる報酬、地域の国

際交流協会などによる地域交流活動費は、二重受給とはみなさない。ただし、「確約書」で定

められている奨学生としての義務を果たすことを条件とし、果たせない場合は奨学金が打ち切

られる。

⑤当会奨学金と同時に他奨学金を受給した場合には当会の奨学生としての資格が取り消され、

他奨学金との重複期間の奨学金を全額返済しなければならない。
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種 類 併給の有無 

a. 他奨学金

×金額に関係なく併給を認めない。 

留学生受入れ促進プログラム（文部

科学省外国人留学生学習奨励費）は、

他奨学金とし、併給を認めない。 

b. 地方自治体による全留学生対象の補助金・奨

励金・奨学金
○併給を認める

c. 地方自治体による選ばれた者のみの補助金・

奨励金・奨学金
×併給を認めない 

d. 授業料免除・授業料減額、入学金免除、入学

金減額

または相当する学校の奨学金

○併給を認める

e. 一時的な褒賞金・報奨金・賞金 ○併給を認める

f. 研究助成（研究に直接必要な費用のみ使途とす

る）
○併給を認める

g. d.e.f.にあたらない学校による研究助成、奨

学金など

△年額受給費によって判断する。

○金額＜57万 6千円

×金額≧57万 6千円

h. 貸与型奨学金

〇併給を認める。 

返済義務が明確なものに関しては、

給与するものではないとみなして、

併給を認める。 

i. ティーチンングアシスタント、リサーチアシ

スタント、インターンシップなどによる報酬、 

地域の国際交流協会などによる地域交流活動

費

〇併給を認める。 

「確約書」で定められている奨学生

としての義務を果たすことを条件と

し、果たせない場合は奨学金が打ち

切られる。 

疫病、自然災害、政情不安等を事由とする有事の際の金銭的援助は、上記には該当しない場

合がある。奨学会へお問い合わせください。 

(7) 米山奨学金の非重複性

過去に米山奨学金を受給した者には、応募資格はない。

(8) ロータリー米山記念奨学生の義務

以下、奨学生としての義務を果たせることが応募条件となる。

①米山奨学生は、採用ロータリー地区に所在する指定された世話クラブの例会へ毎月１回以 

上出席する。 

②年２回、奨学生レポートを提出する。 

③例会での卓話（スピーチ）を行い、世話クラブおよびロータリー地区の活動に積極的に参

加するなど、ロータリアンとの交流を通して相互理解を深める努力をする。 

④その他、奨学生の「確約書」に記載されている確約事項を遵守する。 

(9) 採用年度の 4月以降に、出国・休学を予定する者について

奨学生は、出国、休学に関する規程により、出国、休学の日数に制限がある（確約書参照）。留学

等の目的で、採用年度の 4 月以降に、制限の日数を超える出国、休学を予定する者は、奨学生

の義務が果たせないものとみなし応募資格を認めない。応募時点で出国、休学を予定していな
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い者は応募資格は認めるが、合格内定後の 4 月以降に制限の日数を超える出国、休学すること

を決めたときは、直ちに、奨学金を辞退する旨を届出しなければならない。4 月に行われるオリエ

ンテーションを受けて正式に奨学生になった後に制限以上の出国、休学を申し出た場合であっ

ても、出国、休学の予定がオリエンテーション前に決定していたときは、採用が取り消され、支給さ

れた奨学金を遡って返還しなければならない。 

5 奨学金額と奨学期間 

(1) 奨学金額

当会の奨学金は、給付型奨学金であり返還義務がない。

奨学金種類  奨学金額 

学部課程ロータリー米山記念奨学金 月額 10万円 

修士課程ロータリー米山記念奨学金 
月額 14万円 

博士課程ロータリー米山記念奨学金 

学部・修士一貫制の場合は、最終 2 年間を対象とし、修了後修士号取得となるため、修士課程と同

等の奨学金額とする。 

(2) 奨学金支給期間

採用された際の学年、および在籍課程への入学月によって奨学期間が異なる。在籍課程へ 9、10

月に入学している場合は、以下のとおり奨学期間が短縮される（終了年月は、各大学の課程修了年

月によって異なる場合がある）。期間途中で課程を修了する場合はその修了年月で奨学期間が終

了する。5年一貫制の博士課程の場合は、博士課程前期を修士課程、後期を博士課程とみなす。

学部・修士一貫制の場合は、修業年限が大学により異なり、学部と修士の区分が不明瞭であること

から、課程別に分けず、修業年限最終 2年間を対象とする。

【4月入学】

2026 年 4 月採用時の課程・学年  支給期間 奨学期間開始 奨学期間終了 

学部 3、医歯獣医学部 5、修士 1、博士 2、医歯獣医

学系博士 3 年目の場合 
2 年間 

2026 年 4 月 

2028 年 3 月 

学部 4、医歯獣医学部 6、修士 2、博士 3、医歯獣医

学系博士 4 年目の場合 
1 年間 2027 年 3 月 

【9・10月入学】 

2026 年 4 月採用時の課程・学年 支給期間 奨学期間開始 奨学期間終了 

学部3、医歯獣医学部5、修士1、博士2、医歯

獣医学系博士 3 年目の場合 

9月入学 ：1 年 5(6)か月 

2026 年 4 月 

9 月入学 ：2027 年 8（9）月 

10 月入学：1 年 6 か月 10 月入学：2027 年 9 月 

学部4、医歯獣医学部6、修士2、博士3、医歯

獣医学系博士 4 年目の場合 

9 月入学 ：5(6)か月 9 月入学 ：2026 年 8（9）月 

10 月入学：6 か月 10 月入学：2026 年 9 月 

＊ 4月以外の入学の場合、奨学期間が短くなる。 

＊ 休学した期間がある場合も、最長２年間の奨学期間となる。 
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6 応募手続について 

(1) 応募方法 ＊個人による当会への申込書の送付、持参は受付けない。

•申込者は、申込用紙を米山奨学会ホームページ（https://www.rotary-yoneyama.or.jp/）からダ

ウンロードし、必要事項を記入の上、学校の該当窓口へ提出する。

•学校担当者は、以下①から⑧の申込書類等の記載内容を点検・確認し、全員の書類をとりまと

めて専用 WEB 画面で申込申請を行う。発送は受け付けない。⑧、⑨のみ、申込締切の 10

月 15日後の提出を受け付け、3月 25日までアップロードが可能となる。

(2) 必要書類と提出に際しての注意

補完的保護対象者

難民と同様？ 

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/07_00037.html 

 

写真：加工なし！ 

比率を 

モノクロ不可 

縦 4.0cm × 横 3.0cm 

iPhone、アプリのカメラ 3：4

が上記 

申込書類は、以下の通り。申込者が手書きで日本語ですべて記入すること。記入は黒インク又は黒の
ボールペンではっきりとご記入ください。読み取れない場合は、その用紙が選考資料から外れます。 

① 米山記念奨学生申込書
本人が記入した内容を学校担当

者が専用 WEB画面に入力する。 

② 顔画像データ
３か月以内に撮影したもの。上半身正面像縦 4.0cm × 横 3.0cmで 1MB以内。
写真店などで受け取ったデータまたはスマートフォン向け証明写真作成アプリケー
ションを利用した画像データなどを学校担当者に提出すること。
本人確認の写真となるため、画像加工はしないこと。 

学校担当者は、申請登録の際、

jpeg、png、gif 形式で左記のサ

イズ、容量で専用 WEB画面からア

ップロードする。 

③ 経歴書

学校担当者が PDF 化し、WEB 専用

画面でアップロードする。 

注）③～⑥は、アップロードの前

に、専用 WEB画面にて付与される

「申込番号」を担当者で必ず記入

すること。 

④ 指導教員からの推薦状
・入学者、編入学者は、原則として、入学・編入学先の教員でなく、現在の指導教員に

よる推薦状を提出する。ただし、以下の場合は、入学・編入学先の指導教員またはこ

れに準ずる教員による推薦状の提出を認める。 

1) 申込時に社会人で、学校に所属していないとき

2) 直近の所属校が母国で入手困難なとき

・学部生は、「指導教員またはこれに準ずる教員」とする。

・推薦状は、原則指定用紙に記入し、１枚に収める。また、指導教員またはこれに準ず

る教員の署名（自筆）を必須とする。Wordで作成する場合も必ず手書きの署名を入れ

る。 

・指導教員は、書面による推薦状を厳封し、被推薦者を介して学校担当者に渡すこと。

・推薦状のデータをメールで送る場合は、パスワードを付け、被推薦者を介さずに指導

教員から直接学校担当者に送信すること。 

※日本語でない場合は、原則学校で訳をつけてください。

⑤ 研究計画書（当会所定用紙使用）
800字以内。日本語で黒インクまたは黒のボールペンを使用し、被推薦者本人が記入

すること。所定の原稿用紙を使用のこと。所定用紙以外の提出は認めない。

テーマ：学部生「現在の学習・履修状況または計画」

大学院生「大学院での研究予定または現在までの研究状況」 

※現在学部生でも、大学院への進学予定者は大学院生のテーマで記入すること。

※生成 AIの使用は不可とする。

⑥ 小論文（当会所定用紙使用）
800字以内。日本語で黒インクまたは黒のボールペンを使用し、被推薦者本人が記入

すること。所定の原稿用紙を使用のこと。所定用紙以外の提出は認めない。

テーマ：「なぜ、留学先に日本を選んだのか。日本留学を終えた後の将来計画」

※生成 AIの使用は不可とする。

⑦ 日本における前年度の成績表、あるいは提出可能な最近の成績表
海外の学校から日本の学校へ入学予定で、日本の成績表が出ない場合、または学校

の制度によりまだ成績が出ない場合は不要。面接に間に合う場合は会場に持参し提

出。それ以降は受け付けない。成績表という名称でなくても成績、単位取得が確認

できるものであれば良い。

学校担当者が PDF 化し、WEB 専用

画面でアップロードする。 
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(3) 申込締切

締切：2025年 10月 15日

被推薦者は、2026 年 4 月に在籍（進学、編入）する指定校の担当者へ各指定校の定める学内募

集期間内に申込書類を提出する。学内選考後、学校担当者は、選ばれた被推薦者の書類を期

限内に専用WEB画面にて登録申込みを完了する。

＊連合大学院に属する学生は、直接指導を受けている（通学している）大学を在籍校とみなす。

その在籍校が指定校となっている事が条件となり、その指定校から申込みをする。 

7 選考試験 

学内選考後、推薦された申込者で応募資格を満たす者は、12 月から翌年１月にかけて該当

するロータリー地区が日本国内で実施する面接試験を受けなければならない。 

(1)案内： 指定校担当者宛に、2025年 11月下旬～12月下旬通知 
※指定校担当者専用 WEB 画面にて公表。地区によっては地区からも案内
が発送される。

(2)対象者： 被推薦者全員。 

(3)日程・場所 推薦を依頼したロータリー地区で選考試験が実施される。 

2025 年 12 月初旬～翌年１月末日の間に実施する。地区によって日

時場所が異なり、学校担当者は専用 WEB画面から確認ができる。11

月中旬頃から報告の早い地区から順にアップデートしていく。被推

薦者は、学校担当者から日時・場所などが伝えられる。 

必要書類以外(指導教員以外の推薦状や研究資料など)は、受理しない。送付された場合は、審査の対象と

しない。 

⑧ 在留カード（被推薦者本人を証明するもの）
写真の付いている面の PDFデータ。文字がはっきり見えるもの。
応募時に「４ 応募資格の(1)国籍とビザ」を満たさず、更新または変更予定の場合は、

一旦現在の在留カード（写）を提出し、後日最新のものを提出する。在留カード取得

前の場合は、提出できない理由と提出予定日を書いた書面を提出し、取得後に、在留

カード（写）を提出する。

・在留期間：在留期限が 2026年 4月 1日以降。

・国籍：日本国籍以外（「４ 応募資格の(1)国籍とビザ」を満たすこと）

・在留資格：留学（難民、避難民はこの限りでない）

・難民認定を受けているものは「難民認定証明書」と「在留カード（在留資格：定住者）」

を提出する。 

・「避難民」の場合は、「避難民であることの証明書」または「パスポート（上陸許可

証印の下の避難民のスタンプが確認できるもの）」等証明となる書類と「在留カード

（特定活動、定住者等）」の写しを提出する。

・申込締切後の「在留カード」、「難民認定証明書」の提出は、2026年 3月 25日までに

アップロードする。

学校担当者が PDF 化し、WEB 専用

画面でアップロードする。 

⑨ 合格通知・編入学許可書
2026年 4月に編入学予定、入学予定の者は、以下ＡあるいはＢのいずれかを提出する。

Ａ．編入学許可書の PDF

Ｂ．合格通知書の PDF

すでに 2025年 9,10月に入学している者は提出不要。 

申込書に記入した 2026 年 4 月在籍予定校（学部・研究科、専攻）に不合格になった者は、

学校担当者を通して当会へ連絡すること。この時点で応募資格を失う。 

学校担当者は、入手でき次第、ア

ップロードする。提出の最終期限

は 2026 年 3 月 25 日。ただし、修

士 1 年合格者に関しては事情によ

り期限を考慮する場合がある。 
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8 選考結果発表 

選考内定結果は、12 月中旬～2 月初旬頃に、決定地区順に指定校担当者専用 WEB画面にて公表

すると共に、３月末までに合格結果が学校担当者あてに送付される。複数の地区から推薦依頼

があった学校には、地区ごとに通知が送付される。学校担当者は、合格者に合格通知を配付す

る。また、不合格者のみの学校へは郵送はせず、メールにて 3月末までに不合格を連絡する。 

結果発表後、合格内定者は、3 月 1 日までに WEB 上で奨学金を受給する旨の回答と連絡先など

の登録を行う。WEB 上の登録方法は、WEB での合格内定公表の際、案内する。「辞退届」は、

原則 3 月 1 日までに提出しなければならない。事情により 3 月１日時点で辞退するかどうかが

未定の場合は、一旦、受給する旨の回答と連絡先などの登録を行うものとし、辞退することを

決定したら、速やかに奨学会に「辞退届」を提出する。なお、地区内で合格者（または合格内

定者）が辞退した場合、４月に開催される地区のオリエンテーションに出席できる補欠者から

繰り上げて合格者（または合格内定者）とする。合格者（または合格内定者）は、オリエンテ

ーションに出席できなければ無資格とする。 

＊ 合否に関する問い合わせには、一切答えない。 

＊ 応募資格、応募方法に関する問い合わせは、以下奨学会までご連絡ください。指定校担当
者専用 WEB 画面にある「学内選考の目安」に関しては地区へお問い合わせください。 

(4)選考試験について 面接試験。面接は原則として日本語で行われる。地区によって筆記

試験を実施する場合がある。 
※合格した場合の奨学期間内に、休学・留学を予定している場合は面接で申し出てください。 

※連合大学院に属する学生の場合、直接指導を受け通学している大学を在籍校とみなす。
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申し込みから採用までのＱ＆Ａ

Q1. 指定校制度とは何ですか？ 

当会では、毎年、日本国内にある学校約 600 キャンパスを指定校としています。基本的に、日本国内 34

地区に分かれるロータリー地区毎に、その地域内に所在するキャンパスを指定校としています。ただし、

地区の採用方針に沿う学校であることや、地区内のロータリークラブに通える距離のキャンパスである

等の理由により「地区を越えた指定校」としてキャンパス所在地区以外の近隣地区が指定する場合があ

ります（2026 学年度は 26 校）。 

Q2. 現在通っている学校（キャンパス）は、指定校になっていますが、来年 4 月から通学する学 

校（キャンパス）は、指定校になっていません。申し込みはできますか？ 

奨学金開始年の 4 月に通学するキャンパスが指定校でない場合は、申し込みはできません。指定校は、

キャンパス毎の指定となるため、複数の県にキャンパスがある学校は、同じ学校であっても、指定校と

なっているキャンパスと、指定校となってないキャンパスがある場合があります。指定校は、当会ホー

ムページ掲載の「指定校一覧」をご覧ください。

Q3. 複数の地区から指定校として選ばれているようですが・・・？ 

当会の指定校制度では、Q1.の通り、学校所在地区以外の近隣地区が、地区を越えて指定をする場合が

あります。学校によっては、同じキャンパスで複数の地区から指定を受ける場合があります。複数の地

区から指定を受けている場合は、それぞれの地区内の世話クラブに通うことを想定し、お申し込みくだ

さい。 

Q4. 連合大学院に所属しています。所属している学校と通学している学校のどちらから申し込
みをしたら良いですか？ 

通学し、直接指導を受けている学校からの申し込みとなります。そのため、所属している学校が、指定

校に選ばれていたとしても、通学している学校が指定校に選ばれていなければ、申し込みはできません。 

Q5. 奨学期間中に、母国に帰ることはできますか？ 

当会の奨学金は、日本に在留する留学生を対象としています。そのため、奨学生は、4 月から 3 月まで

の 1 年間で、出国できる日数が決められています。詳細は、添付の「確約書」をご参照ください。 

Q6. 出国している学生の申し込みはできますか？ 

申し込みは可能ですが、出国中の学生が申し込みをしたとしても、日本国内で面接を受けることがで

きない場合は「無資格」となります。面接の日程は地区によって異なりますが、12 月から翌年 1 月頃

に実施されます。 

当会の奨学金制度は、日本国内で面接をし、合格後は、日本でロータリー会員との心のふれあいを通

して真の国際交流、相互理解を深め、ロータリーの奉仕の心を学んでいただきます。「交流」を目的

としたプログラムとなるため、奨学生の義務として、地区行事、毎月の例会に出席する必要がありま

す。ご理解の上、お申し込みください。 

Q7. 合格後にすることはありますか？ 

合格者は、3 月 1 日までに WEB 上で「奨学金受給回答」と連絡先などの登録を行う必要があります。 

Q8. 合格通知を受け取ったら、正式な奨学生となりますか？ 

4 月に、奨学生になるためのオリエンテーションが各ロータリー地区で開催されます。このオリエンテ

ーションで、奨学生の心得や基本的な約束事項の説明を受け、「確約書」に署名することにより、正

式に奨学生となります。オリエンテーションに出席し、「確約書」を提出しなければ、奨学金は支給

されません。 
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Q9. いつから奨学金を受け取ることができるのですか？ 

奨学金の支給は、オリエンテーション後、正式に奨学生になってから開始となります。ほとんどの地

区は 4 月中に支給しますが、一部の地区では、オリエンテーション後、5 月に世話クラブより、4,5

月分を支給する場合があります。 

Q10. 奨学金はどのようにして受け取るのですか？ 

世話クラブの例会に出席し、当月分の奨学金を受け取ります。多くのクラブでは、例会の席上で奨学

金を支給しています。なお、初回の 4 月分については地区の方針により、オリエンテーション後、次

のいずれかの方法で受け取ります。 

① 4 月中に世話クラブの例会に出席し受給

② 4 月中に世話クラブから送金され受給

③ 5 月の例会に出席し、4 月分、5 月分をまとめて受給

Q11. オリエンテーションの日程はいつわかりますか。欠席した場合どうなりますか？ 

オリエンテーションの開催約１か月前に、開催地区から案内が送付されます。送付方法は地区によっ

て異なり、学校を通して送られる場合と、合格者に直接送られる場合があります。また、3 月初旬から

中旬に、当会ホームページトップページの「News & Topics」にて、全地区のオリエンテーションの日

程及び開催場所を公表します。欠席は、原則として認められません。 

Q12. 奨学期間中に休学をする予定です。奨学金に申し込みはできますか？ 

奨学生は、「出国に関する規程」および「休学・復学に関する規程」に基づき、出国および休学の日

数に制限があります（詳細は確約書をご参照ください）。これらに該当する場合には、必ず事前に申

請が必要です。規程に反することなく、奨学生としての義務＊を果たすことができるのであれば、奨学

金の申し込みは可能です。申込書には、60 日以上の出国や休学の予定についてご記入をお願いしてい

ます。申込書提出後に、出国や休学の予定が決まった場合は、面接時などで地区へ伝えてください。

奨学生に採用された場合は、4 月以降に改めて申請手続きが必要となります。なお、クラブや地区主催

の行事への欠席が続いたり、安易に休学を利用するなどして、奨学生としての義務＊を果たせないと判

断された場合には、奨学生としてふさわしくないと見なされることがあります。当会の奨学金は、単

に経済的支援を行うものではなく、クラブや地区での交流を通じて、国際理解やロータリー精神を学

ぶことを主な目的としています。その点をご理解のうえ、お申し込みください。 

＊奨学生としての義務：確約書参照 

Q13. 申し込み後、病気（または妊娠・出産・怪我など）をしました。どのような手続きが必要です
か？ 

申込者は、申し込み後に病気、妊娠、出産、怪我などの事由が生じた場合には、速やかに推薦元の学

校を通じて、地区と奨学会へご連絡いただく必要があります。世話クラブおよびカウンセラー制度を

行う上で、関係者で事情を把握し、受け入れ体制や危機管理上の配慮を検討する必要があります。世

話クラブおよびカウンセラーは、地区の選考試験後すぐに選定され、受け入れ準備を開始します。そ

のため、奨学金の合格前および後であっても状況についての連絡は必要です。また、奨学生として採

用された後も、同様の対応が求められます。なお、奨学生としての義務＊を果たすことが困難な場合は、

申し込みや合格を辞退してください。 

＊奨学生としての義務：確約書参照 

Q14. 在留資格の期限が切れるため更新予定ですが、申し込みは可能ですか？ 

申し込みは可能です。申し込みの際は、一旦、現在の在留カード（写し）を提出してください。後日、

最新の在留カードが発行され次第、改めてその写しをご提出ください。提出期限は、採用年の 3 月 25

日となります。 
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Q15. 申し込み後、応募資格に関わる変更の可能性がある場合はどうしたら良いですか？ 

採用年度の 4 月 1 日時点で在留資格が応募資格を満たさない場合は、速やかに地区と奨学会へご連絡

ください。また、学業成績不良による留年や退学の予定、学費未納による除籍の可能性、学則違反の

疑いがある場合、あるいは入学予定校に不合格となった場合についても、必ずご連絡をお願いいたし

ます。 

Q16. 結婚して在留資格が変更になりますが、奨学生としての資格はどうなりますか？ 

当会の奨学金は、日本に留学生として在留している人が対象です。そのため、結婚した場合も在留資

格が「留学」である必要があります。採用時だけでなく、その後、奨学生になった後も、在留資格が

「留学」（地区奨励は、「留学」、「研修」、「文化活動」）でなければ奨学生としての資格を失います。ま

た、「難民」及び「避難民」の場合は、難民認定を取り消されたとき、奨学生としての資格を失います。 

Q17. 博士の学位を取得していたら申し込みが出来ないと聞きましたが、募集要項には書いてい
ません。申し込みはできるのですか？ 

2022 学年度までは、博士の学位をすでに取得している方には、応募資格はありませんでした（すでに

取得している学位と異なる名称、分野の博士の学位を目指すのであれば資格があった）。しかし、博士

の学位をすでに取得している学生であっても、改めて日本の大学・大学院の学位取得を目指すのであ

れば、応募することが可能となりました。 

Q18. 以前、コロナの影響で休学し、留年しました。申し込みはできますか？ 

過去に留年をしていても申し込み資格はあります。ただし、過去の留年に関しては、申込書類「経歴

書」の 2/3 ページの記入欄に必ずご記入ください。なお、奨学生になった後、奨学期間中に留年した

場合は、奨学生としての資格を失いますのでご注意ください。 
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奨学生番号： 
奨学生氏名： 

所属地区 

学校・課程・学年 

奨学金支給期間 

奨学金種類・金額 

確 約 書 

私
わたし

は、ロータリー
ろ ー た り ー

米山
よねやま

記念
き ね ん

奨学生
しょうがくせい

（以下
い か

「奨学生
しょうがくせい

」）に選
えら

ばれたことを誇
ほこ

りに思
おも

い、ロータリー
ろ ー た り ー

及
およ

び公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

ロータリー
ろ ー た り ー

米山
よねやま

記念
き ね ん

奨学会
しょうがくかい

（以下
い か

「奨学会
しょうがくかい

」）の理想
り そ う

とする国際
こくさい

理解
り か い

と親善
しんぜん

と平和
へ い わ

の理念
り ね ん

のもとに、奨学生
しょうがくせい

としての

義務
ぎ む

と責任
せきにん

を誠実
せいじつ

に果
は

たすことを約束
やくそく

します。ついては、以下
い か

のことを理解
り か い

し、 予
あらかじ

め承諾
しょうだく

します。 

１ 奨学生
しょうがくせい

の義務
ぎ む

である次
つぎ

のことを行
おこな

います。これらの義務
ぎ む

を怠
おこた

ったときは、正当
せいとう

な事由
じ ゆ う

がない限
かぎ

り、奨学
しょうがく

金
きん

の支給
しきゅう

が打
う

ち切
き

られることを了解
りょうかい

します。 

(1)世話
せ わ

クラブ
く ら ぶ

の例会
れいかい

に月
つき

１回
かい

以上
いじょう

出席
しゅっせき

し、会員
かいいん

との交流
こうりゅう

に努
つと

める。 

(2)奨学会
しょうがくかい

、ロータリー
ろ ー た り ー

地区
ち く

、世話
せ わ

クラブ
く ら ぶ

又
また

はカウンセラー
か う ん せ ら ー

から連絡
れんらく

を受
う

けたときは、速
すみ

やかに応答
おうとう

する。 

(3)毎年
まいとし

９月
がつ

及
およ

び翌年
よくとし

２月
がつ

に「米山
よねやま

奨学生
しょうがくせい

レポート
れ ぽ ー と

」を提出
ていしゅつ

する。 

(4)卓話
た く わ

（スピーチ
す ぴ ー ち

）を依頼
い ら い

されたときは誠実
せいじつ

に行
おこな

う。 

(5) ロータリー
ろ ー た り ー

地区
ち く

及
およ

び世話
せ わ

クラブ
く ら ぶ

の行事
ぎょうじ

に参加
さ ん か

する。 

２ 奨学生
しょうがくせい

について奨学会
しょうがくかい

が定
さだ

めた以下
い か

の規則
き そ く

を守
まも

ります。規則
き そ く

に違反
い は ん

したときは、奨学
しょうがく

金
きん

の支給
しきゅう

が打
う

ち切
き

られるこ

とを了解
りょうかい

します。なお、これらの規則
き そ く

の内容
ないよう

は 予
あらかじ

めオリエンテーション
お り え ん て ー し ょ ん

で説明
せつめい

を受
う

けたので、理解
り か い

しています。 

(1) ｢出国
しゅっこく

に関
かん

する規程
き て い

」（出国
しゅっこく

が認
みと

められる期間
き か ん

を年間
ねんかん

通算
つうさん

60日
にち

とし、やむを得
え

ない理由
り ゆ う

があるときは、「年間
ねんかん

通算
つうさん

60日
にち

を超
こ

える離日
り に ち

申請
しんせい

」を奨学会
しょうがくかい

に提出
ていしゅつ

した場合
ば あ い

に限
かぎ

り年間
ねんかん

通算
つうさん

90日
にち

まで認
みと

めるとするもの） 

(2) 「休学
きゅうがく

・復学
ふくがく

に関
かん

する規程
き て い

」（休学
きゅうがく

は、兵役
へいえき

等
とう

の特別
とくべつ

の理由
り ゆ う

がある場合
ば あ い

を除
のぞ

き、185日
にち

まで認
みと

めるもの） 

(3) 「留学
りゅうがく

に関
かん

する規程
き て い

」（留学
りゅうがく

は、通算
つうさん

185日
にち

まで認
みと

めるもの） 

３ 奨学生
しょうがくせい

として、以下
い か

の場合
ば あ い

は奨学
しょうがく

金
きん

の支給
しきゅう

が終了
しゅうりょう

することを了解
りょうかい

します。 

(1)在籍校
ざいせきこう

又
また

は奨学生
しょうがくせい

採用
さいよう

時
じ

の在籍
ざいせき

課程
か て い

を変更
へんこう

したとき 

(2) 停学
ていがく

若
も

しくは退学
たいがく

の処分
しょぶん

を受
う

け、又
また

は除籍
じょせき

されたとき 

(3) 学業
がくぎょう

成績
せいせき

不良
ふりょう

により留年
りゅうねん

したとき 

(4) 他
ほか

の機関
き か ん

からの奨学
しょうがく

金
きん

又
また

はこれと同種
どうしゅ

の個人
こ じ ん

に与
あた

えられる補助
ほ じ ょ

金
きん

などを受
う

けたとき（二重
にじゅう

受給期
じゅきゅうき

間中
かんちゅう

の奨
しょう

  

学
がく

金
きん

は奨学会
しょうがくかい

へ返済
へんさい

する） 

(5) 奨学生
しょうがくせい

としてふさわしくない行為
こ う い

があったとき 

(6) 就職
しゅうしょく

が決定
けってい

し、正式
せいしき

に就労
しゅうろう

を開始
か い し

するとき 

(7) 在留
ざいりゅう

資格
し か く

を「留学
りゅうがく

」（地区
ち く

奨励
しょうれい

奨学生
しょうがくせい

については「研修
けんしゅう

」及
およ

び「文化
ぶ ん か

活動
かつどう

」を含
ふく

む。）以外
い が い

に変更
へんこう

したとき、また  

は在留
ざいりゅう

資格
し か く

を取
と

り消
け

されたとき。ただし、就職
しゅうしょく

を目的
もくてき

に在留
ざいりゅう

資格
し か く

を変更
へんこう

し、かつ奨学期
しょうがくき

間中
かんちゅう

に給与
きゅうよ

が発生
はっせい

しないときは、これに限
かぎ

らない。「難民
なんみん

」もしくは「避難
ひ な ん

民
みん

」の認定
にんてい

を受
う

けた者
もの

は、認定
にんてい

が取
と

り消
け

され在留
ざいりゅう

資格
し か く

を

失
うしな

ったとき。 

(8) 奨学
しょうがく

期間内
きかんない

に、当該
とうがい

課程
か て い

を修了
しゅうりょう

したとき又
また

は学位
が く い

を取得
しゅとく

したとき 

４ 奨学
しょうがく

期間
き か ん

終了後
しゅうりょうご

もロータリー
ろ ー た り ー

との絆
きずな

を大切
たいせつ

にし、世話
せ わ

クラブ
く ら ぶ

やカウンセラー
か う ん せ ら ー

との交流
こうりゅう

を継続
けいぞく

します。また、連絡先
れんらくさき

の変更
へんこう

があったときは、専用
せんよう

サイト
さ い と

から報告
ほうこく

します。 

２０  年  月 日 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 御中 

奨学生署名（日本語でご記入ください） 

当確約書は、合格後、合格者に署名いただく書面です。  
募集要項に記載の「奨学生の義務」を確認する際にご参照ください。 見本 
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